
日南市地域課題解決型創業補助金交付要綱 

令和８年４月１日 

日南市告示第 59 号 

 

　（目　的） 

第１条　この要綱は、地域の課題解決を目的として新たに創業する者に、必要な経費の一部とし

て、日南市地域課題解決型創業補助金（以下「創業補助金」という。）を交付することにより、

事業の促進による地方創生を実現することを目的とし、予算の範囲内において行う創業補助金

の交付に関し、日南市補助金等交付規則（平成 21 年規則第 51 号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

　（補助対象者） 

第２条　補助金の交付対象となる者は、次に掲げる全てを満たすものとする。 

⑴　補助事業期間完了日までに個人事業の開業の届出、又は法人等の設立を行い、その代表者と

なる者であること。ただし、開業の届出を行っている個人事業主及び既に設立されている法人

等は対象外であるが、既存事業とは異なる新たな事業を行う個人として開業届を提出する、も

しくは新たな法人等を設立する場合は対象とし、大企業及びみなし大企業は除くものとする。 

　⑵　産業競争力強化法（平成 25 年法律第 98 号）に基づき国から認定を受けた日南市創業支援事

業計画（以下「市計画」という。）に位置付けた特定創業支援事業を過去３年以内に受けた者又

は当該年度中に受ける予定がある者 

　⑶　日南商工会議所、北郷町商工会又は南郷町商工会いずれかの会員となり、継続的に経営指導

を受ける見込である者 

　⑷　５年以上継続して市内で事業を行う見込みである者 

　⑸　税金を滞納していない者（法人の場合は団体及び代表者） 

　⑹　許認可等が必要な事業を営む場合において、該当する許認可等を取得している者又は予定が

あるもの 

　⑺　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第１

項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者でないこと。 

　⑻　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に

規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力

団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団関係者」という。）でないこと。 

　⑼　地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 321 条の４及び日南市税条例（平成 21 年日南市条例

第 98 号）の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等

（日南市内に居住している者に限る。）の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特

別徴収を開始することを誓約した者 

　⑽　その他、創業補助金を交付することについて、日南市が不適当と認める事由を抱える者でな

いこと。 

 

　（補助対象事業） 

第３条　創業補助金の補助対象となる事業は、それぞれに掲げる要件の全てを満たす事業とする。 

⑴　日南市内において、地域の課題の解決を目的として新たに創業する事業であること。 

　⑵　日南市内に事業所（法人の場合は所在地）を置き、日南市内に住民票を有する又は予定（法

人の場合は代表者）であること。 

　⑶　居宅等以外の場所で、店舗等を設置し、創業する事業であること。 

　⑷　公序良俗に反する事業でないこと。 

　⑸　公的な資金の使途として社会通念上不適切である判断される事業（風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条において規定する風俗営業等）

でないこと。ただし、国、宮崎県からの補助金等の対象事業は、創業補助金の対象から除外す

る。 



　（補助対象経費及び補助率等） 

第４条　補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。 

２　この補助金は、精算払で支払うものとする。 

 

　（補助金の交付申請） 

第５条　補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

⑴　交付申請書（別記様式第１号） 

  ⑵　事業計画書（別紀様式１－⑴） 

  ⑶　反社会的勢力でないことの誓約書（別紙１－⑵） 

⑷　居住地に関する誓約書（別紙１－⑶） 

  ⑸　補助対象経費に係る見積書 

⑹　住民票（写し可）（ただし、申請日から起算して３か月以内に発行されたもの） 

⑺　市税の完納証明 

  ⑻　事業関係添付書類（写し可）（該当するものすべてを添付） 

⑼　創業塾受講確認書及び受講予定誓約書 

⑽　その他市長が必要と認める次の書類 

　　①　既に個人事業主として開業済みの方は、税務署に提出した開業届の写し、確定申告書及び

決算書（直近１期分） 

　　②　既に法人設立済みの方は、当該法人の履歴事項全部証明書（申請日から起算して３か月以

内に発行されたもの）、申告書（別表１）と決算書（直近１期分） 

　　③　創業補助金を申請する法人以外の法人の役員に就任している方は、当該法人の履歴事項全

部証明書（申請日から起算して３か月以内に発行されたもの） 

 

　（補助金の交付の決定及び通知） 

第６条　市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助

金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定を行い、創業補助金交付決定

通知書（別記様式第２号）を当該補助事業者に通知するものとする。 

２　市長は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付することができる。 

 

　（補助金の変更申請） 

第７条　前条第１項の規定により交付決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）が、次に掲げ

る事項に該当するときは、あらかじめ創業補助金変更（中止）承認申請書（別記様式第３号）に

収支予算書（変更）（別記様式第４号）を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

　⑴　事業内容等を変更しようとするとき。ただし、次に揚げる軽微な変更は除く。　 

　　①　補助対象経費の 30％以内の額の減少である場合 

　　 ②　補助事業の目的に変更をもたらさない補助対象経費の変更 

　⑵　補助事業を中止しようとするとき。 

２　市長は、前項の規定による補助金の変更申請が適当であると認めたときは、創業補助金変更承

認通知書（別記様式第５号）を通知するものとする。 

 

　（補助の条件） 

第８条　補助金の交付の目的を達成するため、補助決定者は、次に掲げる事項を守らなければなら

ない。 

　⑴　補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類

を補助事業の終了の翌年度から起算して５年間保管しなければならないこと。 

　⑵　補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用

を図らなければならないこと。 



　（実績報告） 

第９条　補助決定者は、補助事業が完了した場合は、次に掲げる書類を補助事業の完了日から起算

して30日を経過した日又は補助事業実施年度の２月28日のいずれか早い期日までに市長に提出

しなければならない。 

⑴　創業支援事業補助金実績報告書（別記様式第６号） 

⑵　収支決算書（別記様式第７号） 

⑶　補助対象経費に係る領収書等の写し（交付決定日以降のものであること）  

⑷　開業届出書又は登記事項証明書の写し 

⑸　特定創業支援事業の支援を受けたことを証する書類 

⑹　特別徴収実施確認・開始誓約書（別記様式第８号） 

⑺　その他市長が必要と認める書類 

 

　（状況報告及び調査） 

第 10 条　市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を

求め、又は必要な調査を行うことができる。 

 

　（補助金額の確定） 

第 11 条　市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じ

て行う現地調査により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付

した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、創業補助金交付確定通知

書（別記様式第９号）により当該補助決定者に通知するものとする。 

 

　（補助金の請求及び交付）  

第 12 条　前条に規定する通知書を受けた補助決定者は、創業補助金交付請求書（別記様式第 10 号）

により速やかに市長に対し補助金の交付を請求するものとする。  

２　市長は、前項の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに当該補助決定者に補

助金を交付するものとする。 

 

　（補助金の交付の決定の取消し等） 

第 13 条　市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の

決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。 

⑴　不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。 

⑵　補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

⑶　交付決定日から５年以内に市外への移転又は、廃業をしたとき。 

⑷　日南商工会議所、北郷町商工会又は南郷町商工会を２年以内に退会したとき。 

⑸　この要綱、規則その他法令の規定に又はこれに基づく処分に違反したとき。 

⑹　補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 

　（その他） 

第 14 条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

　　　附　則（令和８年４月１日告示第 59 号） 

 

　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 



別表（第４条関係） 

（備考） 

・補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、その端数

を切り捨てた額とする。 

・消費税及び地方税消費税は補助対象外

 補助率 １／２以内
 補助上限額 100 万円
 補助対象経費 ・店舗・事務所等賃借料、設備費、知的財産権等関連経費、旅費、外注費及び

広報費 

 

ただし、業務に関係のない汎用性が高く、目的外使用になりえるものは対象

外とする。


